様式第１号
第　　　　　　　　　号
　　年　　月　　日

　　　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金交付申請書

大阪市長　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
社会福祉法人　大阪市社会福祉協議会　　
会長


　あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金交付要綱に基づく補助金について、次のとおり関係書類を添えて申請します。

記


１　申請する補助金の金額　　　金　　　　　　　　　　　　　　　円
２　申請金額の内訳
	補助金の内容
	申請金額
	積算基礎

	







	円
	

	合　　計
	円
	



３　添付資料
（1） 収支予算書
（2） 事業計画書

様式第２号

大阪市指令福祉第　　号
　　年　　月　　日
社会福祉法人　大阪市社会福祉協議会
会　長　　　　　　　　　　様
大阪市長
（担当：福祉局生活福祉部地域福祉課）

　　　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付け　　　　第　　号で申請のあったあんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金については、次の条件を付して交付します。


記

１　交付金額　　　金　　　　　　　　円

２　交付条件

（1） この補助金は、上記の申請に基づきあんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に基づき交付する。
（2） この補助金は、社会福祉法人　大阪市社会福祉協議会が実施する　　　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）に関する経費以外に使用してはならない。
（3） 補助金の経理区分を明らかにしなければならない。
（4） 本市は、この補助金の使途について、交付の趣旨に沿わないと認めたときは補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることがある。
（5） 補助金の対象事業（以下「対象事業」という。）の内容又は執行計画の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
（6） 対象事業を中止、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
（7） 対象事業が予定の期間内に終了しない場合又は対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
（8） 補助金にかかる予算の執行の適正を期するため、申請者に対して報告を求め、又は市職員に申請者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力しなければならない。
（9） 終了後又は対象事業の廃止の承認を受けたときは、要綱第１５条に定める実績報告書により　２０日以内に補助金の成果を市長に報告しなければならない。
　（10）様式第９号の事業報告及び精算報告書については、本通知の記載内容との整合性をとり、必要に応じて説明資料等を作成の上、添付書類とともに提出すること。
（11）対象事業にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、要綱第１６条の通知を受けた日から５年間保存しなければならない。
（12）要綱第１１条第１項各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消す。この場合において、申請者は、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、これを返還しなければならない。
（13）本通知書受領のうえは、速やかに通知書全文の写しを添えて請書を提出しなければならない。

３　申請の取下
申請者は本通知の決定内容またはこれに付された条件に不服があるときは、通知を受け取った日から起算して３０日以内に申請を取り下げることができる。なお、申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付決定はなかったものとみなす。



様式第３号

大阪市指令福祉第　　号
　　年　　月　　日

社会福祉法人　大阪市社会福祉協議会
会　長　　　　　　　　　　様

大阪市長
（担当：福祉局生活福祉部地域福祉課）



　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）
補助金不交付決定通知書


　　　　　年　　月　　日付けで申請のありましたあんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金については、次の理由により交付しないことに決定しましたので通知します。


記

　１　交付しない理由



様式第４号

　　　第　　　　　　号
　　年　　月　　日

大阪市長　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
社会福祉法人　大阪市社会福祉協議会
会長


　　　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金交付申請取下書


　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令福祉第　　　号にて通知のありましたあんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金の交付決定については、補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり申請を取り下げます。


記

１　補助金交付決定通知書を受け取った日　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

２　取下げの理由



様式第５号

　　　第　　　　　　号
　　年　　月　　日

大阪市長　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
社会福祉法人　大阪市社会福祉協議会
会長

　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）
補助金にかかる事業の変更承認申請書

　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令福祉第　　　　　号にて補助金の交付決定を受けた事業について、次のとおり変更する必要がありますので、大阪市長の承認を申請します。

記

１　変更の内容


２　変更承認を求める理由


３　変更後の交付金額　　　　　金　　　　　　　円
４　変更金額内訳
	補助金の
内　　容
	変更前
	変更後

	
	金額
	積算基礎
	金額
	積算基礎

	
	円









	
	円
	

	合計
	円
	
	円
	



様式第６号

　　　第　　　　　　号
　　年　　月　　日

大阪市長　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
社会福祉法人　大阪市社会福祉協議会
会長

　　年度大阪市あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）
補助金にかかる事業の中止・廃止承認申請書

　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令福祉第　　　　　号にて補助金の交付決定を受けた事業について、次のとおり中止・廃止する必要がありますので、大阪市長の承認を申請します。

記

１　中止・廃止の内容


２　中止・廃止の承認を求める理由


３　中止・廃止後の交付金額　　　　　金　　　　　　　円
４　変更金額内訳
	補助金の
内　　容
	変更前
	変更後

	
	金額
	積算基礎
	金額
	積算基礎

	
	円









	
	円
	

	合計
	円
	
	円
	


様式第７号

大福祉第　　　　　　号
　　　　年　　月　　日
社会福祉法人　大阪市社会福祉協議会
会　長　　　　　　　　　　　様
大阪市長
（担当：福祉局生活福祉部地域福祉課）

　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金
にかかる事業の変更・中止・廃止承認（不承認）決定通知書


　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令福祉第　　　　号にて補助金の交付決定した　　　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金については、次の理由により変更・取消したので通知します。

記

１　決定内容　　　　　　　　承認する　・　承認しない
２　変更・中止・廃止後の交付金額　　　　金　　　　　　　　　　　円
（当初交付金額　　　　金　　　　　　　　　　　円）
３　不承認の理由
（不承認の場合）




様式第８号

　　　大福祉第　　　　　　号
　　年　　月　　日
社会福祉法人　大阪市社会福祉協議会
会　長　　　　　　　　　　　　様
大阪市長
（担当：福祉局生活福祉部地域福祉課）

　　　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金取消決定通知書


　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令福祉第　　　　号にて補助金の交付決定した　　　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金については、次の理由により取り消します。

記

１　取消しの理由



様式第９号

　　　第　　　　　　号
　　年　　月　　日

大阪市長　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
社会福祉法人　大阪市社会福祉協議会
会　　長

　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）
補助金実績報告書及び精算報告書

　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令福祉第　　　　号にて補助金の交付決定された　　　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金について、次のとおり報告します。
記

１　補助金の金額　　　　　金　　　　　　円
２　予定金額内訳
	補助金の
内　　容
	当初交付
金　　額
	支出済額
	差引戻入額の理由

	
	
	金額
	支出内訳
	

	
	円
	円









	
	

	合　　計
	円
	円
	
	



３　添付書類
（1） 収支決算書
（2） 事業報告書

４　その他
　人件費については、その根拠とともに内訳の詳細を示すこと。

様式第１０号

大福祉第　　　　　　号
　　年　　月　　日

社会福祉法人　大阪市社会福祉協議会
会長　　　　　　　　　　　　　様

大阪市長
（担当：福祉局生活福祉部地域福祉課）


　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）
補助金交付額確定通知書


　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令福祉第　　　号で交付決定した　　　　年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金については、　　　　年　　月　　日付第　　　号実績報告に基づき、補助金額を金　　　　　円に確定したので通知します。



様式第１１号
　　年　　月　　日


大　阪　市　長


住　　所
社会福祉法人　大阪市社会福祉協議会
会　　長


あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金精算書


　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令福祉第　　　　号にて補助金交付決定を受けた事業について、あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金交付要綱第１７条の規定により、次のとおり精算内容を提出します。



１　精算内容　　　受領額　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　支出額　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　差引剰余（又は不足額）　　金　　　　　　　　　円



２　添付書類
　　　（１）収支決算書
　　　（２）経費の支出を確認できる書類等



